
3.上位計画・関連計画

3．上位計画・関連計画 

（1）国の上位計画・関連計画 

（１）港湾の中長期政策の基本的理念
 ○地政学的な変化やグローバルな視点を意識する
 ○地域とともに考える
 ○「施設提供型」から「ソリューション提供型」に発展させる
 ○「賢く」使う
 ○港湾を「進化」させる 

（２）2030 年の港湾が果たすべき役割 

出典：国土交通省港湾局 港湾の中長期政策「PORT2030」の概要を加工して作成 

（３）港湾の中長期政策の基本的な方向性（8 本柱）
 ①グローバルバリューチェーンを支える海上輸送網の構築
 ②持続可能で新たな価値を創造する国内物流体系の構築
 ③列島のクルーズアイランド化
 ④ブランド価値を生む空間形成
 ⑤新たな資源エネルギーの受入・供給等の拠点形成
 ⑥港湾・物流活動のグリーン化
 ⑦情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靭化
 ⑧港湾建設・維持管理技術の変革と海外展開

港湾の中長期政策「PORT2030」(平成 30 年 7 月)
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3.上位計画・関連計画

（１）基本方針
 ～圏域を越えた対流で世界へ発信 「癒やし」と「輝き」で未来へ～ 

（２）四国圏の発展に向けた目標
 ①南海トラフ地震への対応力の強化等、安全で安心して暮らせる四国

 ②若者が増え、女性・高齢者等が生き生きと活躍する四国

 ③地域に根ざした産業が集積し、競争力を発揮する四国

 ④中山間地域・半島部・島しょ部等や都市間が補完しあい活力あふれる四国

 ⑤歴史・文化・風土を活かした個性ある地域づくりを進め、人をひきつける四国 

（３）広域プロジェクト ※港湾に関連する主な事項の抜粋
No.1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト 

  ・海岸保全施設の整備など地震・津波対策の推進 

  ・臨海部の防災拠点として緊急物資輸送を担う耐震強化岸壁の整備を推進 

 No.2 お遍路の癒やしや四国の文化を受け継ぐ「史国」伝統継承プロジェクト 

No.3 美しい自然とおもてなしの心による「視国」観光活性化プロジェクト 

  ・クルーズ船の受入環境改善を図るための積極的な情報発信により寄港地誘致を促進

 No.4 全国に先駆けて進行する人口減少への「子国」支援対策プロジェクト 

No.5 地域の自立的・持続的発展に向けた「資国」産業競争力強化プロジェクト 

  ・国内外と四国圏を結ぶ海上輸送拠点として、高松港における国際物流ターミナル等の 

整備を推進

（１）四国の港湾が果たすべき役割
 ○港湾による物流・人流の高度化
 ○港湾空間の活用による付加価値力の創出                

（２）四国における港湾の未来像（今後特に推進すべき施策（３本柱））
①労働力不足に立ち向かう港湾（物流の効率化）

 ②地域に新たな価値を産み出す港湾（賑わいの創出） 
 ③自然環境の変化に対応する港湾（自然環境への適応） 

四国港湾ビジョン 2040 ～「効・創・適」新しい港の様式～ (令和 2 年 6 月)

四国圏広域地方計画 (平成 28 年 3 月)

出典：四国地方整備局港湾空港部 四国港湾ビジョン（概要）を加工して作成 
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3.上位計画・関連計画

（2）県の上位計画・関連計画 

「みんなでつくるせとうち田園都市・香川」実現計画 

～海と田園と都市の魅力があふれる香川をめざして～       (令和 3 年 10 月)

１ 安全と安心
を築く香川

２新しい流れ
をつくる香川

３誰もが輝く
香川

①災害に強い香川をつくる
② 「子育て県かがわ」の実現をめざす
③ 移健康長寿の香川をつくる
④安心できる医療・介護体制をつくる
⑤高齢者や障害者が地域で安心して
暮らせる社会をつくる
⑥安心につながる社会資本を整える
⑦交通事故・犯罪のない安全安心の
香川をつくる

⑧定住人口を拡大する
⑨戦略的な産業振興を図る
⑩雇用対策を推進する
⑪交流人口を回復・拡大する
⑫農林水産業の持続的発展を図る
⑬県産品のブランド力の強化・販路拡
大を図る
⑭デジタル社会を推進する
⑮四国における拠点性を確立する

⑯豊かな人間性と個性あふれる子ど
もたちを育てる
⑰女性が輝く香川にする
⑱大学と地域との連携を深める
⑲人と自然が共生する香川をつくる
⑳活力あふれる農山漁村をつくる
 「アート県かがわ」の魅力を高める
 スポーツ県をめざす

⑨-７ 企業立地の促進と産業基盤の強化
◇道路や港湾などの社会インフラを整備し、企業が操業し
やすい環境を整える。

⑪-１ 観光客の誘致・滞在の促進
◇瀬戸内海やアート、食、歴史や文化などの多様な観光資
源を活用し、国内外の観光客の周遊や滞在を促す「香川
せとうちアート観光圏」の取組みなどを通じて、滞在時間を
拡大する体験型観光や夜型観光の充実を図るとともに、
マーケティング等に基づく戦略的な誘客活動を実施し、滞
在交流型観光を推進する。
⑪-５ ＭＩＣＥ、クルーズ客船誘致の推進
◇戦略的かつ継続的なポートセールスを実施するとともに、
きめ細かな観光情報の提供に加え、「新しい生活様式」を
踏まえた歓迎行事の実施や寄港地観光の提案など、受入
環境の充実に取り組み、サンポート高松へのクルーズ客
船の誘致を図る。

⑭-２ デジタル技術を活用した地域課題の解決と産業の
活性化

◇データとデジタル技術の利活用により、本県におけるさま
ざまな地域課題の解決に取り組む。
⑭-３ 行政のデジタル化の推進
◇情報システムの最適化・高度化に取り組むほか、業務の
デジタル化・ペーパーレス化、ＡＩ・ＲＰＡ等による自動化・効
率化を推進し、行政サービス水準の維持・高度化や行政
運営の効率化を図る。

①-１南海トラフ地震・津波対策の推進
◇「香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画」に基づき、
優先度の高い箇所から重点的・集中的に海岸堤防や河川
堤防等の地震・津波対策を進める。

⑥-２ 公共土木施設の老朽化対策の推進
◇個別施設ごとの長寿命化計画に基づき、維持管理や更新
等に係る費用の縮減と平準化を図りながら、公共土木施
設の計画的な維持管理を推進する。
⑥-４ 地域交通ネットワークの充実・強化
◇離島や中山間地域も含めた公共交通の確保・維持など、
県全体で利便性と結節性にすぐれた地域公共交通ネット
ワークの構築に努める。

⑮-３ 重要港湾の整備
◇高松港や坂出港が四国における物流・交流拠点として発
展するよう、長期的な視点から港湾整備の方向性を検討し、
計画的に港湾機能の強化を進める。
◇高松港での物流の効率化や機能強化を図るため、高松
港国際物流ターミナルにおけるコンテナヤードの拡張等を
推進するとともに、国事業の航路整備や高松港複合一貫
輸送ターミナル事業の岸壁整備等を促進する。
◇高松港コンテナターミナルの利用促進に向け、多様化した
顧客ニーズの把握に努め、船社や県内外の荷主に対して
積極的なポートセールス活動を実施する。
⑮-５ 都市機能の充実
◇南海トラフ地震等に備え、高松地方合同庁舎に集約され
た災害関係官署との連携強化や広域的な連携に関する協
定に基づく応援・受援体制や広域的医療体制の整備など
により、四国の防災拠点としての機能の確保を図る。
⑮-６ 企業立地の促進と産業基盤の強化
◇道路や港湾などの社会インフラを整備し、企業が操業し
やすい環境を整える。

【基本方針】 【重点施策】 【取組みの方向（抜粋）】

⑲-３ 地球温暖化対策の推進
◇地球温暖化を防止するため、脱炭素社会の実現に向けて、
家庭や地域における徹底した省エネルギーの推進のほか、
日照時間が長いという本県の特性を踏まえた再生可能エ
ネルギーの導入促進など、温室効果ガスの削減対策（緩
和策）に一層取り組む。

-３ 文化芸術による地域づくり
◇世界から注目されている瀬戸内国際芸術祭を引き続き開
催し、地域における人材育成や文化芸術による地域づくり
に結び付けていく。
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3.上位計画・関連計画

◆基本目標
 本計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図る 
  ①県民の命を守る 
  ②県と地域社会の重要な機能を維持する 
  ③県民の財産と公共施設の被害を最小化する 
  ④迅速な復旧・復興を行う 
  ⑤四国の防災拠点の機能を果たす 

◆計画 ※港湾に関連する主な事項の抜粋
 【一般対策編】 

○第 2 章 災害予防計画 
  （第 4 節 海岸防災対策計画、第 22 節 緊急輸送体制整備計画） 
  ○第 3 章 災害応急対策計画 
  （第 11 節 緊急輸送計画） 

【地震対策編】 
○第 2 章 災害予防計画 

  （第 6 節 公共施設等災害予防計画、第 11 節 緊急輸送体制整備計画） 
  ○第 3 章 災害応急対策計画 
  （第 12 節 緊急輸送計画、第 13 節 交通確保計画、第 24 節 公共施設等応急

復旧計画） 

【津波対策編】 
○第 2 章 災害予防計画 

  （第 4 節 公共施設等災害予防計画、第 9 節 緊急輸送体制整備計画） 
  ○第 3 章 災害応急対策計画 

   （第 12 節 緊急輸送計画、第 13 節 交通確保計画、第 24 節 公共施設等応急
復旧計画） 

香川県地域防災計画 (令和 3 年 2 月)
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3.上位計画・関連計画

香川県産業成長戦略（改訂版）（平成 30 年 3 月）

Ⅱ重点プロジェクト
（５）世界に発信「アートの香川」プロジェクト
３．プロジェクト内容
（１）アート・文化資源の集積・充実
① 瀬戸内国際芸術祭の開催によるアート資源の
充実
・ 瀬戸内海の島々での現代アートの祭典
 「瀬戸内国際芸術祭」を継続的に開催する。 

（３）ターゲットを絞った誘客活動
② 海外の旅行エージェントの招聘による個人
 向け商品の造成の働きかけ
・ 瀬戸内国際芸術祭の情報発信力を活用し、
 「アートの香川」をＰＲする。
・ 外国船社へのクルーズ企画を積極的に
 提案する。

５-② 広域交通ネットワークの充実・強化
・ 高松港での物流の効率化や機能強化を
図るため、朝日地区において整備を進め
ている高松港国際物流ターミナルにおけ
る、水深 12 メートルの耐震強化岸壁の
早期の全面供用開始に向けて、国の直
轄事業で実施している航路浚渫の促進
を図るとともに、背後のふ頭用地や港湾
関連用地の整備、コンテナヤードの機能
強化等に努めるほか、高松港コンテナタ
ーミナルの利用促進に向け、国内外の荷
主や船社に対して、セールス活動を実施
する。

５-① 戦略的企業誘致の推進
・ 企業誘致助成制度等を活用し、工場や
物流拠点施設、情報処理施設などの立
地を進めるとともに、安定した良質な雇用
の確保が期待できる、企業の本社機能の
誘致に向けた取組みを強化する。

・ 市町と連携し、企業立地用地の確保に
つとめ、積極的に用地情報を提供する。
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3.上位計画・関連計画

◆都市づくりの基本理念 

 県都・高松を中心とした質の高い都市機能を享受できる圏域の形成を目指す 

◆地域ごとの市街地像 ※港湾に関連する事項の抜粋 

 ○高度な都心機能と職住近接の生活機能を有する高松市中心市街地 

 ・サンポート高松等の整備効果を周辺地区に波及させることのできる「広域交

流拠点」にふさわしい都市空間の整備を目指す 

 ○陸海運の物流を担う朝日町地区 

 ・高松市の港湾部は県における海上交通の拠点であり、この陸海運の結節機能

を有効に活用しながら、高速道路との連携を高める都市基盤の整備を図り、

物流拠点機能の強化を図る 

◆都市計画の決定の方針 ※港湾に関連する事項の抜粋 

 ○基本方針 

  港湾空間の形成 

 ・地域特性や後背地との関連、また将来の展望を踏まえた、広域連絡航路や離島

航路などの海上交通や、港湾物流における港湾施設の整備の推進 

 ・住民が海とのふれあいを深めることができる港湾空間の形成 

 ○主要な施設の配置の方針 

 ４）港湾 

 ・高松港は、香川県における海上交通・港湾物流の核をなす拠点として、また災

害時における輸送・物流拠点としての機能を維持するため、周辺地域を含めた 

  整備を推進するとともに、既存航路の維持や新たな航路誘致、国内外からの

クルーズ客船の誘致に取組み、利用促進を図る 

 ・臨海部における工業用地等の造成を行い、企業の進出を推進する 

高松広域都市計画区域マスタープラン (令和 3 年 5 月)

-73-



3.上位計画・関連計画

◆都市づくりの基本理念 

  四国の玄関口にふさわしい都市機能と環境資源を備えた交流拠点都市の形成

を目指す 

◆地域ごとの市街地像 ※港湾に関連する事項の抜粋

○交通利便性とともに自然的魅力も兼ね備えた坂出市中心市街地
 高速道路や港湾等による交通と物流の利便性を有しており、商店街や行政機
関だけでなく、文化教育施設や医療施設等が複数立地しているほか、自然環境
も近接しており、四国の玄関口にふさわしい、多彩な都市機能が集積されてい
る。これらの高い拠点性を活かし、より一層の都市機能の充実強化とまちなか
居住を促進し、住みやすく魅力ある市街地の形成を図る

○都市の活力を生み出す臨海部の工業地区
 港湾施設や瀬戸大橋の利便性を背景として、県内随一の工業機能が集積して
おり、県における経済、産業活動の源となっていることから、今後も、港湾機
能の強化により、工業機能等の立地環境の維持・拡充を図る

○流通拠点地区としての役割を担う坂出インターチェンジ周辺地区
 高速道路や国道 11 号及び国道 438 号という広域交通基盤を骨格とした流通
拠点として、施設の立地などを適切に誘導しながら、市街地形成を図る 

◆都市計画の決定の方針 ※港湾に関連する事項の抜粋 

 ○基本方針 

  港湾空間の形成 

 ・地域特性や後背地との関連、また将来の展望を踏まえた、広域連絡航路や離島

航路などの海上交通や、港湾物流における港湾施設の整備の推進 

 ・住民が海とのふれあいを深めることができる港湾空間の形成 

 ○主要な施設の配置の方針 

 ４）港湾 

  坂出港は、四国における港湾物流の中核拠点として、既存施設の適正な維持管

理に努め、また災害時においても港湾機能を確保するため、機能強化を図る 

坂出都市計画区域マスタープラン (令和 3 年 5 月)
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3.上位計画・関連計画

（3）高松市の上位計画・関連計画 

第 6 次高松市総合計画 （平成 28 年 3 月）

目標１ 健やかにいきいきと暮らせるまち
１ 子どもが健やかに生まれ育つ環境の充実
２ 支え合い、自分らしく暮らせる福祉社会の形成
３ 健康で元気に暮らせる環境づくり

【まちづくりの目標・政策】

目標２ 心豊かで未来を築く人を育むまち
１ 男女共同参画社会の形成
２ 社会を生き抜く力を育む教育の充実
３ 心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成
４ 基本的人権を尊重する社会の確立

目標３ 産業の活力と文化の魅力あふれる創造性
豊かなまち
１ 地域を支える産業の振興と経済の活性化
２ 文化芸術の振興と発信
３ 元気を生み出すスポーツの振興
４ 訪れたくなる観光・ＭＩＣＥ（マイス）の振興
５ 国際・国内交流の推進と定住の促進

目標４ 安全で安心して暮らし続けられるまち
１ 安全で安心して暮らせる社会環境の形成
２ 環境と共生する持続可能な循環型社会の形成
３ 豊かな暮らしを支える生活環境の向上

目標５ 環瀬戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち
１ コンパクトで魅力ある都市空間の形成
２ 快適で人にやさしい都市交通の形成
３ 拠点性を発揮できる都市機能の充実

目標６ 市民と行政がともに力を発揮できるまち
１ 参画・協働によるコミュニティの再生
２ 相互の特長をいかした多様な連携の推進
３ 健全で信頼される行財政運営の確立

3-1-①商工業の振興 3 企業誘致・交流の推進
企業立地を促進するとともに、既に立地している成長企業への継続的な支援により、
本市に定着させ、雇用の創出を図る。

【施策・取組方針】

3-2-①文化芸術の振興 2 国際的な発信力を持つイベントの推進
瀬戸内国際芸術祭を開催するとともに、開催年以外においても、作品の維持管理や
アートイベント活動を展開するＡＲＴ ＳＥＴＯＵＣＨＩを定着させる。

3-4-①観光客受入環境の整備 1 観光資源の活用と創出
ウォーターフロントのサンポート高松周辺の文化財、観光施設、コンベンション施設の

ほか、地域の重要な海上交通により地域間交流の促進を図るなど、国内外からの交流
人口の拡大に取り組む。

4-3-③河川・港湾の整備
2 漁港・港湾施設の適正な維持管理
施設機能と安全を確保するため、効率的かつ計画的な維持管理に取り組む。

3 津波・高潮対策の推進
発生頻度の高い津波に対しては、可能な限り構造物で人命と財産を守る防災を目

指した施設整備を推進し、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波に対しては、粘り
強い構造物により減災効果が発揮できる施設整備を推進する。

4-2-②廃棄物の適正処理 3 災害廃棄物処理体制の推進
大規模災害時における、収集、分別、再生、処分の方法等について検討する。

5-3-①拠点性を高める交通網の整備と利用促進
2 高松港などの交通・物流拠点性向上
高松港において、物流拠点港としての機能強化を図るとともに、防災機能強化港と
しての機能を確保するため、岸壁の耐震化や津波防護施設の整備を県と連携して取

り組む。

6-1-③離島の振興 2 航路の確保及び利便性向上
離島航路については、民間航路事業者や関係機関と協議しながら、持続可能な航路

の在り方を検討するなど、各島の生活圏域としての機能を維持するため、航路の確保
と利便性の向上に取り組む。

◆目的
  防災対策の総合的かつ計画的な促進を図り、地域並びに住民の生命、身体及び財産
を災害から保護する 

◆計画 ※港湾に関連する主な事項の抜粋
 【一般対策編】 

○第 2 章 災害予防計画
  （第 9 節 海上災害予防計画、第 22 節 緊急輸送体制整備計画）
  ○第 3 章 災害応急対策計画（第 12 節 緊急輸送計画） 

 【地震対策編】 
○第 2 章 災害予防計画（第 12 節 緊急輸送体制整備計画）

  ○第 3 章 災害応急対策計画（第 13 節 緊急輸送計画） 

 【津波対策編】 
○第 2 章 災害予防計画（第 11 節 緊急輸送体制整備計画）

  ○第 3 章 災害応急対策計画（第 13 節 緊急輸送計画） 

高松市地域防災計画 (令和 3 年 7 月)
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3.上位計画・関連計画

◆都市づくりの基本理念
 Ｔゾーン（臨海部及び中央連携軸）への都市機能の集積や公共交通を基軸とし
た持続可能な環境共生都市「多核連携型コンパクト・エコシティ」を目指す 

◆まちづくりの方針 ※港湾に関連する事項の抜粋
 ○広域交流拠点の形成
 ・県との連携による新県立体育館の立地などサンポート高松の機能充実を図る
 ○産業拠点の形成
 ・朝日町周辺は、工業施設が多く立地している高松を代表する工業地帯である

ことから、周辺の居住環境へ配慮した地場産業の振興に努める
 ○シーフロントゾーン
 ・産業構造の変化等に対応し、文化・観光・産業の更なる振興や経済の活性化

など、地域の状況に沿う都市機能の立地促進や、瀬戸内海の景観の保全に努
める

高松市都市計画マスタープラン (平成 29 年 8 月)
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3.上位計画・関連計画

（4）坂出市の上位計画・関連計画 

坂出市まちづくり基本構想 (平成 28 年 3 月)

【基本理念】 

・ 瀬戸内の要衝都市としての拠点性や豊富な地域資源を生かした、活力ある

まちづくりを推進する 

・ これまで受け継がれてきた豊かな自然や歴史を愛し、人と文化を尊び、市

民相互に信頼し助け合い、市民一人ひとりの人格や人権が尊重される、市民

共働のまちづくりを展開する 

【まちづくりの将来像】 

・ 働きたい 住みたい 子育てしたい 共働のまち さかいで 
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3.上位計画・関連計画

２．～安全で環境に優しく持続可能なまちづくり～【安全・環境】 
（１）防災体制の強化・充実
③ため池や護岸の改修工事など、地震・津波、高潮対策を計画的に実施し、 
減災対策の充実に努める 

５．～快適な都市環境を実感できるまちづくり～【快適・憩い】 
（１）都市基盤の整備
①坂出北インターチェンジの早期のフルインター化を実現し、周辺の物流拠点
から高速道路へのアクセス機能の強化など、産業振興や物流の効率化を図る
とともに、本市の拠点性を高める幹線道路ネットワークの整備を進め、本市
のみならず、県全体の活性化を図る 

②重要港湾坂出港の四国での優位性を堅持し、将来に向けてさらなる発展を図
るため、既存の港湾施設の適正な運営・維持管理・改修に努めるほか、国際
貿易港としての保安体制の確立など、港湾機能の強化を進め、物流機能の高
度化や関連産業の育成を促進する 

（２）都市環境の整備
②海と緑，歴史と文化など本市の特性を生かしながら、環境と調和した，風格
と個性のある美しい都市景観の形成を推進する 

⑤坂出緩衝緑地については、一層の有効利用を図るための検討を進める 

６．～元気とにぎわいのあるまちづくり～【魅力・活気】 
（３）商工業・サービス業の振興
③既存工業の集積をより一層強化・充実するため、新たな技術産業の誘致を進 
めるとともに、港湾機能の強化や都市機能の充実を図り、産業立地環境の充
実に努める 

④地域経済の発展や雇用機会の拡大を図るため、企業誘致を推進するととも
に、新たな起業の支援に取り組む 

（４）観光の振興
①ボランティアの方々との連携を図るとともに、本市の自然、歴史、文化、瀬
戸内の島々などの素晴らしい地域資源を活用し、市民共働によるまちづくり
型観光を推進する 

坂出市まちづくり基本構想 (平成 28 年 3 月)-つづき-

◆目的
  防災対策の総合的かつ計画的な促進を図り、地域並びに住民の生命、身体及び
財産を災害から保護する 

◆坂出市地域防災計画 ※港湾に関連する主な事項の抜粋
【共通対策編】
○第 2 章 災害予防計画（第 14 節 緊急輸送体制整備計画）
○第 3 章 災害応急対策計画（第 9 節 緊急輸送計画）

【風水害等対策編】 
○第 2 章 災害予防計画（第 2 節 高潮等災害予防計画） 

【地震・津波対策編】 
○第 1 章 総則（第 7 節 津波防災地域づくりの推進に関する対応方針）
○第 2 章 災害予防計画（第 1 節 津波災害予防計画）

坂出市地域防災計画 (令和 3 年 4 月)
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3.上位計画・関連計画

◆基本方針 ※港湾に関連する事項の抜粋
 方針１ 快適に暮らせるまちづくり 
 ・人口減少・高齢化を前提として、高次な都市機能を集積した都市拠点づくり

を進めるとともに、 郊外部とを道路・公共交通で結ぶことにより、全ての市
民が多様なサービスを享受できる、快適で持続可能な都市構造をめざす 

 方針２ 個性と活力のあるまちづくり 
 ・新たな技術産業の誘致、港湾機能の強化、都市基盤の整備、広域交通へのア

クセス強化などに より、本市の基幹産業である製造業のより一層の振興を図
り、併せて雇用機会の拡大をめざす 

 方針３ 人にやさしいまちづくり 
 ・安全・安心な居住環境の形成に向けて、都市の不燃化対策、自然災害に対応

した治山・治水および浸水対策、道路・下水道など都市基盤施設や建築物の
耐震化、避難場所の確保や機能充実を推進する

◆まちづくりの方針 ※港湾に関連する事項の抜粋
 3）港湾
 ・重要港湾坂出港の優位性を堅持し、物流機能の高度化や関連産業の育成促進

をめざして、既存の港湾施設の適正な運営・維持管理・改修に努めるととも
に、国際貿易港としての保安体制確立など港湾機能の強化に努める

 ・物流・生産拠点および防災拠点として港湾機能を強化するとともに、観光産
業の発展に向けた既存施設の有効活用、定期航路の誘致、クルーズ船の寄港
拡大などを図る

坂出市都市計画マスタープラン (平成 31 年 3 月)
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3.上位計画・関連計画

◆基本方針
方針 1 強みを活かしたまちなかの魅力づくり
  本市の中心市街地には、広域都市型の都市機能が概ね充足していることか

ら、ＪＲ坂出駅の交通利便性の高さなど、本市の持つ優位性を活かし、文化
教育、商業機能等の都市機能の維持・強化を推進することで、まちなかの魅
力の増進を図る 

方針 2 まちなかの環境改善による居住の推進
  都市機能を維持・強化するためには、その周辺に一定の人口密度を確保する

必要があることから、密集市街地の環境改善等により、まちなかの安全を確
保し高齢者や若者など多様な世代のまちなか居住を促進する 

方針 3 公共交通によるまちなかと各地域の連携強化
  まちなかの交通利便性を向上させるとともに、各地域とまちなかを結ぶ公共

交通結節機能を強化するなど交通利便性向上を図り、まちなかの魅力を周辺
地域へ展開していく

坂出市立地適正化計画 (令和 31 年 3 月)

◆目的
 坂出港の競争力を向上させ、工業港としての魅力向上を推進するとともに、地
域住民の憩いの場、クルーズ船等による観光客 の交流の場として快適で利用し
やすい港づくりを推進するために、坂出港の振興・発展 に向けて、同港が今後
10 年間に取り組むべき方向性を取りまとめたもの 

◆今後の取り組み
 具現化できるよう、ニューポートプラン運動（呼び掛け・意見交換・課題の共
有化・課題解決に向けた連携した取組の具現化）を行い、官民協力体制の構築
を図り、取り組みを進めていく

坂出ニューポートプラン (令和元年 8 月)
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